
特別徴収税額の納期の特例に関する申請書

豊　 橋　 市　 長

令和    年     月     日 提出

（
特
別
徴
収
義
務
者
）

給

与

支

払

者

名 　 　 　 称
（ 氏　 名）

地方税法第321条の５ の２ 並びに豊橋市市税条例第30条の２ の２ 及び第30条の２ の３ の規定により 特別徴収税額の納期の特例を申請し ます。

納期の特例を受けようとする税額

支 払 月 別 支払を受けた人員 支払を 受けた人員支払っ た金額 支払っ た金額支　 払　 月　 別

令和 年 月分 令和 年 月分
（ ） （ ）

人 円

（ ） （ ）

人 円

令和 年 月分
（ ） （ ）

人 円

（ ） （ ）

人 円

令和 年 月分
（ ） （ ）

人 円

（ ） （ ）

人 円

令和 年 月分

令和 年 月分

滞納 有 ・ 無 納付状況
・ 納期に納めている
・ 遅れている

令和 年 月分以降に係る市民税・ 県民税・ 森林環境税特別徴収税額

地方団体の徴収金の納付状況

申請の日前６ か月間の給与

の支払状況

現に市税の滞納があり 又は最
近において著し い遅延の事由
があり 、 やむを 得ない場合は
その理由の詳細

カ ッ コ 内には支払を 受けた総人員

及び支払っ た総金額のう ち 臨時雇

用者に係る も のについて記入し て

く ださ い。

法 人 番 号

フ リ ガ ナ

※納期の特例を受けている事業所で翌年度も 納期の特例を希望さ れる方は、 改めて申請書の提出の必要はあり ません。

〒 －

個人事業主の方は法人番号欄の記載は必要
あり ません。

係 課 係

氏名

電話 （  ） －

特別徴収義務者

指 定 番 号

連絡先の係

及 び 氏 名
並びにその 

電 話 番 号

所 　 在 　 地
（ 住　 所）
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豊　 橋　 市　 長

令和     年     月     日提出

令和　 　 年度　 市民税・ 県民税・ 森林環境税　 普通徴収から 特別徴収への切替依頼書

（
特
別
徴
収
義
務
者
）

給

与

支

払

者

所 　 在 　 地

（ 住　 所）

名 　 　 　 称

（ 氏　 名）

係 課 係

氏名

電話（  ） －法 人 番 号
（ 個人事業主の方は個人番号）

フ リ ガ ナ

フ リ ガナ

氏 名 現 住 所

普通徴収通知書番号

1月1日現 在
の 住 所

給

与

所

得

者

生 年月日

年税額（ ア）

特 別 徴 収 税 額 の

事前連絡について

※市役所処理欄
（ 記入しないでください）

普徴納付済

ご注意　 ○納期限を過ぎた普通徴収分を特別徴収に切り 替えるこ と はでき ません。
　 　 　 　 ○口座振替を利用し ている方の切り 替えの場合、 金融機関への手続き のため普通徴収の納期限14日前必着でご提出く ださ い。

　 　 　 　 ○普通徴収通知書番号や年税額、 納付済額が不明な場合は空欄でご提出く ださ い。
　 　 　 　 ○こ の切替依頼書は複写又は豊橋市のホームページより ダウンロード し て使用し てく ださ い。

口　 　 座 開 始 月

月分 月分以降円 円 月 日

翌 月 以 降 連 絡 日

期分まで
期別・ 全期・ 無

□ 口座振替の停止

□　 連絡を希望し ます（ 　 　 　 月　 　 　 日までに）

□　 確認済です（ 　 　 　 月分　 　 　 　 　 円、 翌月以降　 　 　 　 　 円）

□　 税額通知書発送時（ こ の切替依頼書を提出し た月の翌月中旬） で間に合います

普通徴収納付済額（ イ ） 差引未納付額（ ア）－（ イ ） 特別徴収開始月

※必ず開始月をご 記入く ださい。

※特別徴収税額通知書（ 納税義務者用） の
受取方法で「 電子データをeLTAＸ で受け取る」
を選択し ている場合、 必須項目

（  年 月 日納入分）

（ 第 期まで納付済）

受給者番号

昭・ 平 年

円 円 円 月

月 日

〒　 　 　 － 特別徴収義務者

指 定 番 号

連絡先の係

及び氏名並

び に そ の 

電 話 番 号
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豊 橋 市 長

令和    年     月     日 提出

〒 －

特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書 個人事業主の方は法人番号欄の記載は
必要あり ません。

係係 課

氏名

記

電話 （  ） －

特別徴収義務者

指 定 番 号

連絡先の係
及 び 氏 名
並びに そ の 
電 話 番 号

（
特
別
徴
収
義
務
者
）

給

与

支

払

者

名 　 　 　 称
（ 氏　 名）

法 人 番 号

地方税法施行令第 48 条の９ の11及び、 豊橋市市税条例第 30 条の２ の４ の規定により 下記のと おり 届出し ます。

注意事項

１ ． こ の届出書を提出し た場合には、 その提出の日の属する納期の特例の期間から 地方税法第 321 条の５ の２ 及び豊橋市市税条例第 30 条の２ の２ に

規定する納期の特例の承認の効力が失われるこ と と なり ます。

２ ． こ の届出書を 提出し た場合には、 その提出の日の属する納期の特例の期間内に特別徴収し た税額のう ち、 その提出の日の属する月分以前の各月

に徴収し た税額は、 その提出する日の属する月の翌月 10 日までに納付し 、 その後の各月に徴収し た税額は、 毎月翌月 10 日までに納付し ていた

だく こ と になり ます。

１ ． 給与の支払を 受ける者が常時 10 人未満でなく なっ たため

２ ． その他〔 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 〕

フ リ ガ ナ

所 　 在 　 地
（ 住　 所）

豊　 橋　 市　 長

令和    年     月    日提出

特別徴収義務者所在地・ 名称等変更届出書

（
特
別
徴
収
義
務
者
）

給

与

支

払

者

所 　 在 　 地

（ 住　 所）

所　 在 　 地
（ 住　 　 所）

事 項 変 更 前 変 更 後

名 　 　 　 称

（ 氏　 名）

法 人 番 号

フ リ ガ ナ

所在地

◎特別徴収事務に係る書類の送付について上記以外の場所を希望さ
れる場合には、下記の欄に送付先の名称・ 所在地を記入してく ださい。

電 話 （  ）  －

名 称
（ 氏名）

フリ ガ ナ

フリ ガ ナ

フリガナ

名 称
（ 氏　 　 名）

電 話 番 号

変更年 月日 令和　 　 　 　 年　 　 　 　 月　 　 　 　 日

⑴ 名称変更理由

 □社名変更

 □合併による 変更

  □旧社名の法人は登記上存続し 社名変更

  □旧社名の法人は登記上解散し 合併された

 □新法人の設立

 □組織再編（ 会社分割等）

 □その他

⑵ 所在地変更理由

 □事務所等の移転

 □その他

⑶ その他の理由

 □特別徴収事務の一本化

 □事務所等の廃止

 □その他

変

更

理

由

送

付

先

    

□
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

該
当
す
る
項
目
に

フリガナ

ご注意　 ○所在地・ ビル名等・ 名称には誤読を さ けるために必ずフ リ ガナを ふっ てく ださ い。
　 　 　 　 ○法人市民税に係る異動届出書は、 別途必要になり ます。

〒　 　 　 －

〒　 　 　 － ビ ル名等

（  ）  － （  ）  －

ビル名等〒　 　 　 －

〒 －

係 課 係

氏名

電話（  ） －

特別徴収義務者

指 定 番 号

※

市役所

処理欄

１ 現年度　 ２ 新年度　 ３ 両年度

個人事業主の方は法人番号欄の記載は必要あり ません。

連絡先の係

及び氏名並

び に そ の 

電 話 番 号

受 付 印
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記入例

普通徴収２ 期分以降を９ 月分から 納める場合

社名が変わっ たと き
２ 月に要件に該当し なく なっ た場合

　 正社員５ 人、 繁忙期のみ臨時雇用者 10 人の会社が令和８ 年度当初から の

適用を申請する場合

● 新年度当初から の適用を希望する場合、 ２ 月～３ 月頃に申請をし てく ださ い。
● 年度途中の適用月は申請月の翌月以降になり ます。
● 一度申請すれば翌年度以降も 納期特例が適用さ れます。

● 要件に該当し なく なっ たら 、 すみやかに提出し てく ださ い。

市民税・ 県民税・ 森林環境税　 普通徴収から 特別徴収への切替依頼書 特別徴収税額の納期の特例に関する申請書

豊 橋 市 今 橋 町 1

豊橋 有限会 社

ト ヨ ハシ

4 4 0 0 8 0 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3

人事

豊 橋 　 花 子

4 0 0 9 6 4 4 4

0532  51  2201

給与

8

8

7 8

7 9

7 10

7 11

7 12

8 1

10
15

10
15

5

5

5

5

6

2 14

1,500,000
3,500,000

1,500,000
3,500,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

豊橋 市 松葉 町三 丁目1

豊 橋 市 今 橋 町 1

同上吉田  一郎

ヨ シダ イ チロウ

豊橋 株 式会 社

ト ヨ ハシ

7

2 1

1
8 9

1

9 1212 34347 10 10

4 4 0 0 8 0 1
7

7 15

7

7 11 1

11 11

8 2 21

84,500 21,500 63,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3

豊 橋 市 今 橋 町 1

豊橋 株式 会社

愛知県株式会社 豊 橋 株 式 会 社

ト ヨ ハシ

アイ チケン カ ブシキガイ シャ ト ヨ ハシカ ブシキガイ シャ

4 4 0 0 8 0 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 豊 橋市 今橋 町1

豊 橋 有 限 会 社

ト ヨ ハシ

4 4 0 0 8 0 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 0

人事

豊橋　 花子

4 0 0 9 6 4 4 4

123456789

0532 51  2201

給与

人事

豊 橋 　 花 子

4 0 0 9 6 4 4 4

0532  51  2201

給与

人事

豊 橋 花 子

4 0 0 9 6 4 4 4

0532 51  2201

給与

特別徴収義務者所在地・ 名称等変更届出書
特別徴収税額の納期の特例の要件を 欠いた場合の届出書

─  8  ─


